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交通事故統計によれば，高規格な道路ほど死傷事故率が低いことが明らかとなっている．一方，高速道

路の利用を対象とした著者らの先行研究では，高速道路の事故リスクを過大に知覚しているドライバーが

一定割合存在すると共に，そのような知覚バイアスが運転に対する恐怖感を介して高速道路の利用を妨げ

る一因となっていることが確認されている．しかしながら，一般道路における事故をめぐる意識について

は，これまでほとんど研究がなされていない．そこで本研究では，一般道路を対象に，交通事故に対する

恐怖感や幹線道路の利用をめぐる意識構造を分析し，幹線道路の利用促進に向けた効果的な事故リスクコ

ミュニケーションについて検討した結果を報告する． 
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1. はじめに 

 

 交通事故統計によれば，我が国における平成23年の死

傷事故率は，生活道路は幹線道路の約2倍，幹線道路は

自動車専用道路の約8倍となっており1)，高規格な道路ほ

ど死傷事故率が低いことが明らかとなっている．そこで，

事故リスクの低い高規格な道路の利用を促すことで，事

故件数やそれに付随する損失の軽減を目指す交通事故リ

スクマネジメントに関する取り組みが近年盛んに行われ

ている．中でも，交通事故リスクに関する情報の提供を

通じて，事故リスクの低い経路の選択を促す事故リスク

コミュニケーションに関する研究が精力的に行われてお

り2)，ウェブサイトやカーナビを通じた実務展開も順次

なされつつある3), 4)．一方，過度な自動車利用の抑制を

意図したモビリティ・マネジメント研究においては，個

人によって情報提供効果が大きく異なるとの報告がなさ

れており，効果的・効率的なMM施策の実施においては

個人にあった情報提供が重要であるとの指摘がなされて

いる5)．実際，一般道路から高速道路への転換を意図し

た事故リスクコミュニケーションの事例では，事故リス

クに関する情報を提供しても高速道路の利用意図に変化

が生じないドライバーが少なからず存在すると共に，そ

れが運転頻度や個人属性等の観測可能な要因によっては

説明しがたいとの報告がなされている6)．ゆえに，交通

事故に対する認知を含むドライバーの経路選択意識の分

析が重要となるが，高速道路利用を対象とした研究7), 8)

はなされているものの，一般道路に着目した分析はこれ

までほとんどなされていない． 

 そこで本研究では，一般道路を対象に，交通事故に対

する恐怖感や幹線道路の利用をめぐる意識構造を分析し，

幹線道路の利用促進に向けた効果的な事故リスクコミュ

ニケーションについて検討した結果を報告する． 

 

 

2. 想定する意識構造と調査項目 
 

生活道路と幹線道路の利用をめぐる意識構造として，

高速道路を対象とした先行研究 8)を参考に，概して図-1
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に示すような構造を想定した．なお，図中の実線

は正の影響を，破線は負の影響を示している．こ

こで，本研究では，生活道路か幹線道路のいずれ

かを選択するような状況において，事故リスクを

考慮した上で，できる限り事故リスクの低い幹線

道路の選択を促すことを念頭においている．よっ

て，図中の意識要因の観測においては，表-1 に示

したように，生活道路と幹線道路を比較する形式

で質問を設定し，回答選択肢としては 6 件法

（例：「1.全然そう思わない」～「6.とてもそう思

う」）を採用した．このうち，図-1 ならびに表-1

にて黄色で網掛けした心理要因については，幹線

道路を基準として測定される要因を示しており，

その値が大きいほど，生活道路の観測値が大きい

ことを表している． 

図-1 のパス図を下流側から見ると，まず，生活

道路を抜け道として利用するのは避け幹線道路を

利用しようという意図（「幹線道路利用意図」）

が高い人ほど，普段から生活道路を抜け道として

利用する傾向（「生活道路抜け道利用」）が低い

ことを示している．また，その「幹線道路利用意

図」は，生活道路は歩行者や自転車が優先される

べきである等の規範的意識（「道徳意識」）や，

生活道路の運転に対する恐怖感（「運転に対する

恐怖」），幹線道路のほうが快適に運転できると

の意識（「快適性に対する態度」）に影響を受け，

それらの意識が高いほど，幹線道路の利用意図が

高くなることを表している．逆に，生活道路を抜

け道として使ったほうが目的地へ早く着けること

が多い（「所要時間に対する態度」），あるいは，

所要時間のバラツキが小さい（「時間信頼性に対

する態度」）と思っている人ほど，幹線道路の利

用意図は低下することを示している． 

「運転に対する恐怖」の構成要因としては，リ

スク認知についての既存研究 9)を踏まえ，対象とするリ

スク事象の生起確率と，事象が生じた場合の被害に対す

る主観的評価，すなわち事故の起こりやすさに起因する

恐怖と，事故の規模に起因する恐怖（「事故規模恐

怖」）を考慮している．さらに，前者については，事故

の加害者となることの恐怖を表す「事故引き起こし恐

怖」と，事故の被害者になってしまうことに対する恐怖

を表す「事故巻き込まれ恐怖」に分けて考えることとし

た．これは，事故が生じた場合に，自身の生命が脅かさ

れることに恐怖を感じているのか，他者を傷つけてしま

う可能性があることに恐怖を感じているかについて，少

なからず差があるものと考えられると共に，被害の賠償

についても加害者と被害者では大きく異なるためである． 

同様に，恐怖感に影響を及ぼす要因について，既存研

究では，対象とする事象に関する知覚のような理性的要

因のみならず，それに因らない感情的要因が作用すると

報告 10)されている．そこで，感情的要因の 1つとして，

本研究では，航空機利用にかかる恐怖感の分析 11）にお

いて有意な影響を及ぼす「統制可能性」なる要因を考慮

することとした．同分析では，航空機は交通手段の中で

最も安全性が高いにも関わらず，利用に際しての恐怖感

が高い原因の一つとして，一旦飛行機に搭乗すると，事

故に遭うかどうか，またその被害の程度についても自身

のコントロール下におくことができないことを挙げてい

る．一般道路での事故については，航空機利用とは異な

り，自身の運転によって，その発生確率や被害の程度を

少なからずコントロールできるものと考えられる．しか

し，生活道路と幹線道路では，信号交差点の密度や道路
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こし恐怖

事故巻き込
まれ恐怖

事故規模
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統制可能性

巻き込まれ
統制可能性

事故規模
統制可能性

事故引き起
こし知覚

事故巻き込
まれ知覚

死亡事故
知覚

所要時間に
対する態度

時間信頼性
に対する態度

快適性に対
する態度

道徳意識

幹線道路
利用意図

生活道路
抜け道利用

 

図-1 交通事故リスクに対する認知をめぐる意識構造仮説 

 

表-1 アンケート調査での質問 

略称 質問文

生活道路抜け道利用 普段から生活道路を抜け道として利用している

幹線道路利用意図 できるだけ生活道路を抜け道として利用するのは避け，幹線道路を利用しようと思う

事故引き起こし知覚 生活道路と幹線道路を同じ距離だけ走行した場合，事故を起こしやすいのは

事故巻き込まれ知覚 生活道路と幹線道路を同じ距離だけ走行した場合，事故をに巻き込まれやすいのは

死亡事故知覚 事故発生が発生した場合に，死亡事故になりやすいのは

引き起こし統制可能性 幹線道路よりも生活道路の方が事故を起こす危険性を回避しやすい

巻き込まれ統制可能性 幹線道路よりも生活道路の方が事故に巻き込まれる危険性を回避しやすい

事故規模統制可能性 事故が起きたとしても，生活道路のほうが重大事故になることは避けることができる

事故引き起こし恐怖 生活道路の運転のほうが事故を起こしてしまいそうで怖い

事故巻き込まれ恐怖 生活道路の運転のほうが事故に巻き込まれてしまいそうで怖い

事故規模恐怖 生活道路の運転のほうが重大事故につながりそうで怖い

運転に対する恐怖 生活道路の運転のほうが怖い

所要時間に対する態度 生活道路を抜け道として使ったほうが目的地へ早く着けることが多い

生活道路を抜け道として使ったほうが所要時間のバラツキが小さい

幹線道路は予期せぬ渋滞にあうことが多い

快適性に対する態度 幹線道路のほうが快適に運転できる
生活道路は歩行者や自転車が優先されるべきである
一般的に生活道路は抜け道として利用されるべきではない

時間信頼性に対する態度

道徳意識  

 

表-2 事故に対する知覚の回答選択肢 

略称

1 生活道路の方が10倍ほど事故を起こしやすい

2 生活道路の方が3倍ほど事故を起こしやすい

3 同じくらい

4 幹線道路の方が3倍ほど事故を起こしやすい

5 幹線道路の方が10倍ほど事故を起こしやすい

1 生活道路の方が10倍ほど事故に巻き込まれやすい

2 生活道路の方が3倍ほど事故に巻き込まれやすい

3 同じくらい

4 幹線道路の方が3倍ほど事故に巻き込まれやすい

5 幹線道路の方が10倍ほど事故に巻き込まれやすい

1 生活道路の方が10倍ほど死亡事故になりやすい

2 生活道路の方が3倍ほど死亡事故になりやすい

3 同じくらい

4 幹線道路の方が3倍ほど死亡事故になりやすい

5 幹線道路の方が10倍ほど死亡事故になりやすい

回答選択肢

事故引き起こし知覚

事故巻き込まれ知覚

死亡事故知覚
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幅員，見通し等の走行環境に加え，走行速度や混雑状況，

歩行者・自転車交通による影響等も大きく異なるため，

事故の起こりやすさや巻き込まれやすさ，事故規模に対

する統制可能性についての評価に差異が存在するものと

推察される．そこで本研究では，統制可能性として，事

故の加害者となる危険性を回避できるか否かを表す「引

き起こし統制可能性」，事故の被害者となる危険性を回

避できるか否かを表す「巻き込まれ統制可能性」，仮に

事故に遭った場合でもその規模を低減できる「事故規模

統制可能性」なる要因を考慮し，それらが知覚と同様に，

各々の恐怖感に及ぼす影響を分析することとした．なお，

事故に対する知覚については，表-2 に示したように，

生活道路と幹線道路の相対比較で尋ねることとし，知覚

値が高いほど幹線道路の事故リスクを高く評価し，生活

道路の運転による事故の恐怖感が相対的に小さくなると

の意思決定仮説を措定した． 

さらには，統制可能性についての認識は，恐怖感のみ

ならず，対応する知覚にも影響を及ぼしている可能性が

ある．例えば，事故の起こりやすさをコントロールでき

ないと考えているドライバーは，事故の起こりやすさに

対する知覚について，理性的に評価した場合よりも高い

方向にバイアスを有して知覚している可能性がある．こ

の影響を検証するために，各々の統制可能性が対応する

知覚に及ぼす影響も併せて検証することとした．  

 

 

3. アンケート調査の概要と意識要因の基礎集計 
 

(1) アンケート調査の概要 

前章で述べた意識構造仮説を検証するため，松山都市

圏にてアンケート調査を実施した．調査は，表-3 のよ

うに松山都市圏の道の駅，および郊外型大規模商業施設

にて，手渡しで調査票を 600部配布し，郵送にて 355部

回収した（回収率は 59.2%）．なお，調査では，冒頭に

て，図-2の写真を添えた上で，幹線道路とは片側 2車線

以上の道路を，生活道路はそれよりも狭い道路とする旨

の説明を行っている．ゆえに，特に生活道路については，

片側 1車線ずつあるような一般的な定義よりも広幅員の

道路を含むことになるが，以降では，それらを踏まえた

上で，引き続き「生活道路」と呼称する． 

 

(2)  道路利用状況と意識要因の基礎集計 

 ここでは，表-1 および表-2 に示した調査項目の単純

集計結果を示す．なお，アンケート調査への回答者の個

人属性等については，同一の調査データを分析した文献

12を参照されたい． 

 まず，抜け道としての生活道路の利用状況の集計結果

を図-3 に示す．日常的に生活道路を抜け道として利用

している（「とても利用している」と「利用している」

の合計）回答者が半数以上を占めるのに対し，「利用し

ていない」や「全然利用していない」人は 1割にも満た

ず，かなり多くの人が通勤等により生活道路を抜け道と

して利用している様子がうかがえる．同様に，図-4 は，

「できるだけ生活道路を抜け道として利用するのは避け，

幹線道路を利用しようと思う」との問いに対する回答割

合を示しているが，実際の利用状況と比較して対称的な

回答にはなっておらず，そのように思う人の割合が高く

なっている．以上のことから，生活道路を抜け道として

利用するのは避けようと思ってはいるものの，通勤時な

どで急いでいる時にはついつい利用してしまう，もしく

表-3 アンケート調査の概要 

調査主体 松山都市圏事故リスクマネジメント研究会 

調査対象被験者 一般ドライバー 

被験者のリクル

ート方法 
施設来訪者（道の駅「風和里」，エミフル

MASAKI） 

配布数 600人 

調査票配布時期 平成30年9月16日（日） 

調査方法 手渡し配布・郵送回収 

 

 図-2 調査票に掲載した幹線道路（上）と生活道路（下） 

の写真 
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は，松山都市圏は生活道路のような幅員の狭い道路が

多いため，それを利用せざるを得ないと考えている道

路利用者が一定数存在するものと考えられる．実際，

図-5 の道徳意識の集計結果に着目すると，「生活道路

は歩行者や自転車が優先されるべきである（道徳意識

1）」や「一般的に生活道路は抜け道として利用される

べきではない（道徳意識 2）」との質問に対して肯定的

な意見を表明する人が大半を占めている．一方で，

「生活道路を抜け道として使ったほうが目的地へ早く

着けることが多い（所要時間態度）」や「幹線道路は

予期せぬ渋滞にあうことが多い（時間信頼性 2）」に対

して肯定的に考えている人の割合が特に多く，「幹線

道路のほうが快適に運転できる（快適性態度）」と感

じつつも，通勤時のように所要時間やその信頼性が重

視される状況下では，利便性に抗しがたく，生活道路

を抜け道として利用してしまうものと推察される． 

 次に，図-6 の事故に対する恐怖に着目すると，約 7

割の人が生活道路の運転の方が怖いと考えており，事

故を引き起こしたり，巻き込まれたりすることに対す

る恐怖もほぼ同じ傾向にある．ただし，「生活道路の

運転のほうが重大事故につながりそうで怖い（事故規

模恐怖）」については，幹線道路の方が怖いと考えて

いる人の割合が高く，他の恐怖感とは回答傾向がやや

異なっている． 

 図-7 の事故に対する統制可能性については，事故に

対する恐怖とは逆の回答傾向を示しており，生活道路

のほうが事故の当事者となる危険性を回避しやすい，

すなわち統制可能性が高いと考えている人の割合は 3割

弱である．他方，事故規模についての統制可能性につ

いては，意見が概ね半分に分かれている．これは，生

活道路においては，突発的な飛び出し等による事故が

避けがたく，また，歩行者や二輪車との事故では重大

事故につながりやすいとの考えと，幹線道路はスピー

ドが速いため重大事故につながると考える人の割合が

拮抗しているものと思われる． 

 

(3)  事故リスクに対する知覚状況 

 事故の引き起こしや巻き込まれ，死亡事故率に対す

る知覚値の集計結果を図-8 に示す．ここで，前述のよ

うに，事故の引き起こしについては，統計資料による

と生活道路のほうが約 2.4 倍高いことが示されている．

また，人身事故においては，多くの場合，加害者と被

害者が生ずることを考えると，事故巻き込まれの全国

平均については，事故引き起こしと同程度であると思

われる．一方，警察庁の事故統計 13)によれば，全事故

件数に占める死亡事故件数の割合は，生活道路で 0.49％，

幹線道路では 0.81%となっており，幹線道路の方が約

26% 30% 22% 14% 5%2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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図-3 抜け道としての生活道路利用状況 
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図-4 幹線道路の利用意図 
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図-5 一般道路利用における態度と道徳意識 
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図-6 事故に対する恐怖 
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図-7 事故に対する統制可能性 
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1.7 倍高くなっている．従って，事故引き起こしと巻き

込まれについては，「生活道路の方が 3倍高い」，死亡

事故率については「幹線道路のほうが 3倍高い」を統計

値とみなして考えると，正しい知覚をなしている人が約

4～5 割存在していることがわかる．また，統計値より

も幹線道路の事故リスクを過大に評価している人は，事

故引き起こしと巻き込まれについては約 3割，死亡事故

率については 1割弱である．高速道路を対象とした先行

研究において，統計値よりも高速道路の事故リスクを過

大に評価している人は，事故引き起こしや巻き込まれに

ついては約 6割，死亡事故率については 4割弱であるこ

とを踏まえると，生活道路や幹線道路の利用は日常的で

あるため，経験知により比較的正しい知覚を形成してい

るものと推察される． 

 

 

4. 意識構造のモデル分析 
 

 図-1 に示した意思決定構造についての仮説が正しい

かどうかを検証するために，アンケート調査データを用

いて共分散構造モデルを推定した．図-9 にモデル推定

結果を示す．図からわかるように，意識要因の観測変

数のうち，有意にならなかった変数は「道徳意識 1（生

活道路は歩行者や自転車が優先されるべきである）」

と「時間信頼性態度 1（生活道路を抜け道として使った

ほうが所要時間のバラツキが小さい）」の 2つのみであ

る．いずれも当該意識要因が 2つの指標により観測され

ているため，多重共線性の問題で，有意にならなかっ

たものと推察される．それ以外については，図-1 の意

思決定構造仮説を全面的に支持する結果が得られた．

ゆえに，幹線道路の事故リスクを過大に知覚している

人に対して，それを補正することで，生活道路での事故

に対する恐怖感の方が相対的に高くなり，結果として幹

線道路の利用意図が向上し，生活道路の抜け道利用が減

る可能性があることが統計的に示されたと言える． 

ここで，推定された標準化係数の絶対値に着目すると，

まず，幹線道路利用意図への影響度合いは，「道徳意識

2」が最も大きいと共に，「運転に対する恐怖感」も

「所要時間に対する態度」と同程度の影響度を示してい

ることがわかる．従って，事故リスクコミュニケーショ

ンによる知覚バイアスの補正は，道路整備等と同程度の

重要度を持つ可能性があると共に，同コミュニケーショ

ンにおいては道徳意識を涵養するような手法も有効であ

ると言える．次に，「運転に対する恐怖」への影響度を

見てみると，係数推定値は，「事故引き起こし恐怖」，

「事故巻き込まれ恐怖」，「事故規模恐怖」の順になっ

ており，自身が事故の加害者になることへの恐怖感の影

響が最も大きいことがわかる．逆に，事故の規模に対す

る恐怖感の影響が相対的に小さくなっているが，これは，

事故の規模は事故が発生しない限り問題にはならず，そ

れゆえ，何より自身が加害者になるのだけば避けたいと
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図-8 事故に対する知覚値 
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図-9 意識構造モデルの推定結果（標準化係数） 
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の意識を反映していると推察される．恐怖への影響要因

については，いずれについても知覚の影響が大きいもの

の，統制可能性も有意に影響を及ぼしている．加えて，

統制可能性は，すべての事故リスクの知覚に対して正で

推定されていることから，事故に対する恐怖感は理性的

な判断のみならず，感情的な判断にも影響を受けると共

に，その感情的判断が知覚に対して幹線道路のリスク知

覚を高める方向にバイアスを生ずる原因となっているこ

とがわかる．ゆえに，知覚バイアスの補正に際しては，

統制可能性に対する感情的判断を補正するようなアプロ

ーチも有効であると言えよう． 

 

 

5. おわりに 

 

本研究では，生活道路の死傷事故率は幹線道路と比較

して 2～3 倍程度高いとの事故統計に基づき，幹線道路

の利用を促進するような事故リスクコミュニケーション

の実施を視野に入れ，一般道路における事故に対する認

知を含む意識構造に着目して分析を行った．その結果，

半数程度のドライバーが正しい知覚をなしているものの，

幹線道路の事故リスクを過大に評価している人が約 3割

存在し，それが恐怖感を介して幹線道路の利用意図等を

有意に低下させている可能性があることを確認した． 

同時に，恐怖感については，事故の第一当事者となる恐

怖が最も大きいと共に，それが幹線道路の利用意図に及

ぼす影響は所要時間などの他の要因と比較しても決して

小さくないことを確認した．ゆえに，道路種類別の死傷

事故率などの事実情報が，より事故リスクの低い幹線道

路の利用を促進する可能性が充分にあり，その費用対効

果はかなり大きいものと考えられる． 

しかし，本研究は，意識構造の個人差は一切考慮して

いないため，今後は，冒頭で述べたように意識やライフ

サイクルステージ等による意識構造の差異を精査すると

共に，ターゲットごとの効果的な情報の種類等を明らか

にすることが不可欠である．また，情報の種類の観点で

は，「交通事故に遭うと家族が悲しむ」のような感情に

働きかけるような情報，あるいは沿道住民が被っている

具体の迷惑についての情報のような道徳意識に働きかけ

る情報のほうが効果が高い層が存在することが示唆され

ている 7), 14) ．今後は，それらを含め，より広範に事故リ

スクコミュニケーションを試行し，実務展開に向けて体

系化を図る必要がある． 
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